
羽村市国民保護計画（令和8年変更案）の概要

変更方針
〇東京都国民保護計画（令和７年変更）の体系と同様の体系に変更
・編、章から章、節への変更
〇東京都国民保護計画（令和７年変更）の内容と整合を図る変更
・想定する事態として、大規模テロ等に加えて弾道ミサイル攻撃を重視
〇旧計画からの市組織等の時点修正

主な変更点

旧（平成２９年変更）

編 項目 内容

１ 総論 責務、構成、対象事態等

２
平素からの
備え

組織・体制、避難・救援、
物資備蓄、啓発等

３
武力攻撃事態
等への対処

衝動、連携、警報、避難、
救援、応急措置等

４
復旧等 応急復旧、武力攻撃災害

復旧

５
大規模テロ等
への対処

初動対応、平時警戒、類
型に応じた対処

新（令和８年変更）

章 項目 主な変更内容

１ 計画の基本 時点修正

２ 想定する武力
攻撃事態及び
緊急対処事態

事態類型の順序を変更
（①弾道ミサイル攻撃、②ゲリ
ラ・特殊部隊による攻撃、③航空
攻撃、④着上陸侵攻の順）

３ 武力攻撃事態
等への対処

弾道ミサイル攻撃 と ゲリラ・特
殊部隊による攻撃 の順序を変更

４ 復旧等 体系変更に基づく変更

５ 大規模テロ等
への対処

体系変更に基づく変更

６ 平素からの
備え

ミサイル攻撃への備えの充実
（訓練及びとるべき行動の追加）

・総論を計画の基本と想定する武力攻撃事態に分割
・平素からの備えを最終章へ

資料２


